
指定管理者議案説明資料 

所管 西区市民部地域振興課 

 

施設の名称（所在地） 札幌市西野地区センター（西区西野４条２丁目） 

選定方法 非公募（別紙１参照） 

 

１ 施設の概要 

(1) 設置条例 札幌市区民センター条例 

(2) 設置目的 
地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及振興を図り、もって

地域住民の福祉の増進に寄与すること。 

(3) 施設の事業内容 
貸室事業、区民講座の実施、地域住民の交流等を目的とした事業、施設活用

事業（空き室等の無料開放）、図書室業務、物的管理（清掃・警備等） 

(4) 現在の指定管理者等 札幌市西野地区センター運営委員会 

(5) 指定管理費 26,150 千円（令和４年度予算額） ※利用料金制度 

 

２ 指定管理者として指定する団体の概要 

名 称 札幌市西野地区センター運営委員会 

所 在 地 札幌市西区西野４条２丁目８番30号 

代 表 者 名 会長 木村 矩雄 

設立年月日 平成４年４月１日 

設 立 目 的 
地域住民の生活文化、教養の向上とコミュニティ活動の助長を図り、もって地域住民の

福祉の増進に寄与すること。 

基 本 金 なし 

職 員 数 ５人（令和４年８月31日現在） ※役員及び嘱託職員、臨時職員等を除く。 

事 業 概 要 

（令和４年度） 

地方自治法第 244 条の２第３項及び札幌市区民センター条例第 13 条第１項の規定に基

づく指定管理者として、札幌市西野地区センターの管理運営を行っている。 

決 算 

（令和３年度） 

収 入 28,278,998円 

支 出 26,616,774円 

 

３ 指定期間 

  令和５年４月１日から令和 10年３月 31日まで 

 

４ 選定結果 

  別紙２のとおり 

 

 

 

 



５ 事業計画 

項 目 事  業  内  容 

貸室事業 有料施設の使用申込・予約受付及び使用の承認又は不承認などを行う。 

貸室の種類：ホール（300人収容）、会議室（２室）、和室（４室）、実習室（１室） 

区民講座の実施 施設の設置目的に合致し、市民の教養の向上促進等のため各種講座（年間 10 講座程

度、１講座当たり４～８回程度）を行う。 

①一般教養講座、②健康づくり講座、③料理講座など 

地域住民の交流等

を目的とした事業 

施設の設置目的に合致し、幅広い地域住民の交流等を目的とした事業やボランティア

性の高い事業を実施する。 

①文化祭事業、②新春書初め展示会事業、③バレーボール大会事業、④映画会事業 

施設活用事業 地域の憩いの場の創出のため、空き室等の有効活用事業（無料）を実施する。 

①卓球開放、②囲碁・将棋開放、③バレーボール開放、④ミニ・ソフトバレー開放、

⑤バスケットボール開放、⑥バドミントン開放、⑦ファミリー開放 

図書室業務 図書の貸出・返却処理、予約、リクエスト受付、書架整理、利用者登録等に関する業

務を行う。 

物的管理 施設・設備等の維持管理に関する業務を行う。 

①清掃業務、②警備業務、③設備運転・保守・管理・点検業務、④修繕、⑤外構 

地管理、⑥除排雪業務 

自主事業 自動販売機の設置 

 

６ 収支計画                                    (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計 

 施設総収入 35,682 35,862 36,042 36,222 36,402 180,210 

 指定管理業務に係る収入 35,632 35,812 35,992 36,172 36,352 179,960 

 

指定管理費 26,700 26,880 27,060 27,240 27,420 135,300 

利用料金 8,032 8,032 8,032 8,032 8,032 40,160 

その他の収入 900 900 900 900 900 4,500 

自主事業等収入 

(うち指定管理業務充当分) 
50 

（0) 

50 

 (0) 

50 

 (0) 

50 

 (0) 

50 

 (0) 

250 

0) 

 施設総支出 35,682 35,862 36,042 36,222 36,402 180,210 

 指定管理業務に係る支出 35,632 35,812 35,992 36,172 36,352 179,960 

 自主事業等支出 40 40 40 40 40 200 

 利益還元 10 10 10 10 10 50 

 収支の差額 0 0 0 0 0 0 

※ 指定管理費の合計額が、債務負担行為設定額となる。 

 

 



別紙 1 

選定方法を非公募とした理由 

 

 区民センターは、地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及振興を図り、

もって地域住民の福祉の増進に寄与することを目的として、全 10区に設置している施設で

ある。 

 また、区民センターの機能を補完し、地域における住民の自主的な活動を促進すること

を目的として、市内 26か所にコミュニティセンター及び地区センターを設置している。 

今日、地域社会においては、町内会加入率の低下、一人暮らしの高齢者の増加や核家族

化の進行に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により地域活動の機会が減少した

ことに伴う住民相互の関係性の希薄化など、様々な課題が存在しているところ、区民セン

ターは、その設置目的から地域住民が集う地域コミュニティ形成の場として、これらの課

題解決に重要な役割を担っており、課題解決に当たっては、地縁による人間関係又は信頼

関係の構築が、より一層求められているところである。 

 区民センター、コミュニティセンター及び地区センター（以下「区民センター等」とい

う。）が、地域社会に関係の深い団体によって継続的に管理運営されることにより、地域

住民がまちづくり活動に直接参加する機会が作られ、地域住民自らが区民センター等の管

理運営を通して把握された地域課題の解決に取り組むことによって、地域住民間の信頼関

係が築かれ、地域社会における絆の強化につながることとなる。また、まちづくり活動の

担い手の育成に寄与することも期待される。 

 さらに、区民センター等は、災害時には避難施設となる地域における防災の重要な拠点

でもある。このような区民センター等を、地域の実情を熟知し、避難住民との信頼関係が

構築されている団体が継続して管理運営を行うことにより、災害時において円滑な管理運

営が行われるという効果も見込まれる。 

 札幌市区民センター条例において、施設の設置目的の実現を図るため、地縁による団体

により設立された団体及び当該設立された団体を主な構成員とする団体並びに当該区民セ

ンター等の管理運営に関わりを持つものと市長が認める地縁による団体の推薦を受けた団

体により、良好な管理運営が行われている場合には、継続的に管理運営を行わせることが

できることとされている。 

 現在の指定管理者である札幌市西野地区センター運営委員会は、地縁による団体である

町内会等により設立された団体であり、これまで良好に札幌市西野地区センターの管理運

営を行ってきていることから、札幌市西野地区センター運営委員会に引き続き指定管理者

としての申込みを求めるため、札幌市西野地区センターに係る指定管理者を非公募とする。 



別紙 2 

札幌市西野地区センターの指定管理者の選定結果について 

１ 選定委員会開催経過 

第１回 令和４年８月５日  募集要項、選定方法等について 

第２回 令和４年 10 月７日 書類審査、面接審査、選定 

２ 選定委員会委員 

委員７名（市職員１人、外部委員６人） 

委員長 田山 修三   一般財団法人北海道文化財保護協会副理事長 

    委  員 島部 元子   西区ママさんバレーボール親睦会会長 

   委  員 福井 永子   山の手地区第 25 町内会福祉部長 

    委  員 中野 眞理子  公益社団法人札幌市子ども会育成連合会西区支部副会長 

    委  員 石若 保志   公認会計士 

    委  員 佐藤 正道   社会保険労務士 

委  員 田口 浩司   西区市民部長 

３ 応募団体 

１団体（非公募） 

札幌市西野地区センター運営委員会（※現指定管理者） 

非公募により応募を求めた理由：別紙１のとおり 

４ 選定結果（指定管理者候補者） 

⑴ 選定された団体 

札幌市西野地区センター運営委員会 会長 木村 矩雄 

札幌市西区西野４条２丁目８番 30号 

⑵ 選定の理由 

札幌市西野地区センター運営委員会の提案書によると、札幌市内の企業等の積極的な活用

や、経費縮減の工夫等において、札幌市西野地区センターの管理運営業務の選定基準を満た

しており、高い評価となった。さらに、自主事業として自動販売機の設置を行い、当該事業

において得られた利益により施設の備品などの整備・改善を図り、利用者の利便性の向上を

図るとの提案もあった。また、今後の管理運営業務においても十分な対応が期待できる。 

以上の点から、札幌市西野地区センターの設置目的を効果的に達成するために、札幌市西

野地区センター運営委員会は指定管理者の候補として適切であると判断された。 

⑶ 評価結果 

選定基準 配点 候補者 

①平等利用の確保 5 点 4.0 点 

②施設の効用発揮 85 点 73.0 点 

③雇用安定への寄与 30 点 23.5 点
 

④安定経営能力 50 点 41.2 点 

⑤管理経費の縮減 30 点 28.0 点 

合計 200 点 169.7 点 

得点率 －   84.9％ 

 


